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１　法人の概要

１ 法人の名称

公立大学法人沖縄県立芸術大学

２ 建学の理念

日本文化の中における沖縄の地域文化の特性と伝統は、極めて特徴的であり、文化伝統

の源流を探り、文化生成の普遍性を究めるために不可欠の内容をもつものである。わけても

沖縄固有の風土によって培われた個性的な芸術文化の継承と創造の問題は、日本文化とし

てはもちろんのこと、沖縄県にとっても重要な課題であるといわざるを得ない。そして、それら

を担う人材の育成もまた長い未来への架橋として緊要なことである。

県立芸術大学を建学する基本的な精神は、沖縄文化が造りあげてきた個性の美と人類普

遍の美を追究することにあるが、そのためには、地域文化の個性を明らかにし、その中に占

める美術・工芸、音楽・芸能等さまざまな伝統芸術の問題に積極的かつ具体的に取り組み、

その特性を生かすことでなければならない。このことは、日本文化の内容をより豊かにすると

ともに、ひいては、国際的な芸術的文化活動にも寄与するものと信ずる。

我が国の最南に位置する県立芸術大学は、東アジア、東南アジアを軸とした太平洋文化圏

の中心として、それらの地域における多様な芸術文化の実態と、地域文化伝統の個性との

かかわりを明らかにし、その広がりを追究し、汎アジア的芸術文化に特色をおいたユニーク

な研究教育機関にしたい。

３ 大学の基本理念

沖縄県立芸術大学及び大学院は、卓越した教育研究の拠点として、沖縄文化が造り上げ

てきた個性の美と人類普遍の美を追究し、その成果を広く社会に還元するとともに、豊かな

人間性と芸術的な創造力及び応用力を備えた人材を育成し、もって芸術文化及び地域社会

の発展に貢献する。

４ 教育研究の目的

⑴ 大学

沖縄県立芸術大学は、広く教養を培い、深く専門芸術の技術、理論及び歴史を教授研究し

て、人間性と芸術的創造力及び応用力を育成し、もって伝統芸術文化と世界の芸術文化の

向上発展に寄与することを目的とする。

⑵ 大学院

沖縄県立芸術大学大学院は、建学の理念に則り、高度な芸術の理論及び応用を教授研究

し、その深奥を究めて芸術文化の創造及び発展に寄与することを目的とする。

５ 教育研究等の質の向上に関する基本目標

⑴ 教育に関する基本目標

教育の質を保証し、その改善及び向上に取り組むことにより、学生の学修の達成度と満足

度を向上させるとともに、県内はもとより全国から意欲のある学生を受け入れ、専門分野に

おける特色ある実技及び理論教育を行い、地域社会と協働した学生教育を実施することによ

り、芸術的な創造力及び応用力を持ち、人間性が豊かで、地域及び社会に貢献できる人材

を育成する。

⑵ 研究に関する基本目標

ア 教育や社会貢献の源泉となる教員自らの研究水準を高めるとともに、各専門領域及び各

組織の間で連携して行う研究を推進する。

イ 沖縄文化が造りあげてきた美術、工芸、音楽、芸能等様々な芸術文化の課題やニーズに

対応した研究を積極的に行うことにより、その成果を教育に反映させるとともに国内外に広く

発信する。

⑶ 社会貢献等に関する基本目標

専門分野における特色ある実技及び理論教育による優れた人材の育成に努めるとともに、

沖縄県や他の自治体、他大学、民間企業、地域の文化施設、試験研究機関等との多様な連

携による地域の課題やニーズに対応した取組を推進し、その成果を広く地域及び社会に還

元する。

６ 法人運営に関する基本目標

⑴ 業務運営の改善及び効率化に関する基本目標

学長となる理事長のリーダーシップの下、戦略的でスピード感のある柔軟な大学運営を推

進し、教育研究や社会貢献等を最大限行えるよう、ガバナンス体制の充実を図るとともに、

外部有識者等の意見を踏まえて、業務の点検及び見直しを行うことにより、業務運営の改善

及び効率化を図る。

⑵ 財務内容の改善に関する基本目標

外部研究資金の積極的な獲得や新たな収入源の確保を図るとともに、予算の効率的かつ

効果的な配分や資産の適正な運用管理等により、財務内容の改善を図る。

⑶ 教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価並びに当該

状況に係る情報の提供に関する基本目標

ア 大学の教育研究活動の質や学生の学修成果の水準等を継続的に保証するため、自ら

行う点検及び評価を定期的に実施するとともに、その評価結果を公表し、教育研究及び大学

運営の改善に反映させる。

イ 大学のブランド力の向上のための戦略的な広報活動を展開する。

⑷ その他業務運営に関する重要な基本目標

ア 中長期的な視点に立った施設マネジメントを実施するとともに、安全衛生管理体制を構

築することにより、安全かつ安心な教育研究環境及び労働環境を確保する。

イ 関係法令等の遵守の徹底や情報セキュリティ体制の充実のほか、人権侵害を防止する

ための体制整備を図る。

７ 沿革

昭和61年４月１日 開学

平成２年４月１日 音楽学部設置

平成５年３月19日 大学院修士課程造形芸術研究科設置

平成６年４月１日 大学院修士課程音楽芸術研究科設置

平成８年４月１日 大学院後期博士課程芸術文化学研究科設置

令和３年４月１日 公立大学法人沖縄県立芸術大学設立
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８ 法人及び大学の組織図・部局等の構成 ９ 役員の氏名等

10 所在地

那覇市首里当蔵町1-4（首里当蔵キャンパス）

（那覇市首里金城町3-6（首里金城キャンパス））

（那覇市首里崎山町4-212-1（首里崎山キャンパス））

11 資本金の状況

66億1,250万円

12 常勤教職員の数及び平均年齢

106名（うち教員79名） ／ 平均年齢 48.9歳

（令和６年５月１日現在）

13 県派遣職員数

16名（令和６年５月１日現在）

備　　考

波多野　泉 理事長
令和６年４月～

学長

理事
令和６年４月～

氏　　名 役　職 任　　期

副学長
令和８年３月

伊田　幸司 理事
令和６年４月～

事務局長

令和８年３月

阿部　雅人

令和８年３月

仲地　博 理事
令和６年４月～ 沖縄大学名誉教授

令和８年３月 琉球大学名誉教授

渕辺　美紀 理事
令和６年４月～ 沖縄経済同友会

令和８年３月 代表幹事

当山　尚幸 監事
令和３年４月～

弁護士
令和６年度財務諸表承認日

有銘　寛之 監事
令和３年４月～

公認会計士
令和６年度財務諸表承認日

理事会 理事長は
学長を兼任

法人の経営に関する事項を審議 教育研究に関する事項を審議
理事 理事

経営審議会 理事長 学 長 教育研究審議会

監 事 理事 理事

監査の実施
運営に関する重要事項を意思決定
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２　全体的な状況

中期目標の「第３ 中期目標の期間において達成すべき目標」に掲げた各項目を達成する

ための措置に関して、その進捗状況の概要は次のとおりである。

１ 教育研究等の質の向上に関する目標

⑴ 教育に関する目標

教育の内容に関する目標のうち、アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）に基づく

入学者選抜について、入学前に身につけておいてほしい力として、知識、技能、表現力、思

考力及び判断力について本学が求める学生像と合わせて具体的に記載したほか、総合型選

抜の導入や入試時期の早期化など入学者選抜方法の改善に取り組んだ。志願者の確保に

向けては、オープンキャンパスの開催や高校向け進路相談会の実施に積極的に取り組むと

ともに、オンライン開催や動画作成など、受験意欲の向上に繋がる取組を行った。

教育課程の編成においては、体系性を確保するため、各学部等でコースツリーの整備、カ

リキュラムマップの点検等を精力的に行ったほか、委員会や検討部会等での検証や学生ア

ンケートを参考にしながら双方向性のある授業の充実や授業の統廃合によるカリキュラム再

編など、学生本位の教育実現に向けて取り組んだ。

教育方法及び成績評価については、全授業科目の編成や配当がカリキュラム・ポリシーと

整合性がとれているか等の確認を丁寧に行うとともに、個別のシラバス等の点検や他大学

の事例収集等により様々な検証を行い、学修者自身の自覚を伴う学修成果の可視化や教育

効果の把握に資する取組を行った。また、ルーブリックによる評価の導入について検討を重

ね、令和５年度から一部の科目で導入したほか、未了の科目においても試行・導入に向けて

取り組んだ。

教育の成果に関する目標のうち、学部卒業生の輩出については、掲げた数値目標を順調

に達成した。大学院修了生の輩出についても数値目標を達成した。

教育の実施体制としては、各種規程の策定又は改正、選考基準の明確化、採用スケ

ジュールの早期化等に取り組んだことにより、高い専門性と指導能力を有する教員を柔軟に

採用し、適切な人事配置を行うことができた。併せて、各種のＦＤ研修やＳＤ研修を計画的に

開催し、教職員の能力開発や資質向上を図った。

教育環境の整備については、Ｗｉ－Ｆｉ環境の安定稼働やラーニングコモンズの運用開始な

ど必要なＩＣＴ環境整備を進めるとともに、遠隔に位置するキャンパス間を容易に移動できる

ようにシャトルバス等を運行させて学生の利便性を確保した。

教学ＩＲ体制の整備について、内部質保証の実現に向け関係規程等を体系的に整備し、評

価・ＩＲに係る全学的な推進体制等を明確化した。また、ＰＲＯＧテストについては試行を踏ま

えて展開し、具体的な分析を行い、その結果を学内で共有した。

学生への支援としては、学生支援システム（ＵＮＩＰＡ）の導入によって学生への適時の効果

的な情報発信が可能となっているほか、履修登録、シラバス照会、成績照会、アンケートの

実施など様々な機能を有することから、学生の修学支援に係る基盤が整っている。各学部等

においては、履修指導や進路指導を計画的に実施するなど修学支援を強化している。また、

学生支援室を設置して各部局等と連携を図ることにより、学生情報を集約し合理的配慮など

学生生活に係る効果的なサポート体制を構築したほか、各種奨学金制度や本学独自の授業

料等減免に係る情報提供を行うなど経済的支援に係る取組も併せて行っている。さらに、就

職支援として、キャリア教育の実践にも取り組むとともに、多数の企業説明会を開催するなど、

卒業後・修了後の就職に向けた支援を行った。

なお、新型コロナウイルス感染症の影響に関しては、感染症法上の位置付けが５類感染症

に変更された（令和５年５月）以降においては、原則として授業運営を対面方式に戻し、学生

の学修機会の確保に努めているところである。

以上に記載した教育に関する目標を達成するための措置について、学内各部局等の連携

の下で総合的に実施しており、教育の質を保証し、その改善及び向上を図ることにより、学生

にとって学修の成果が実感でき、地域及び社会に貢献できる人材の育成に寄与するための

教育の実践に努めているところである。

⑵ 研究に関する目標

研究の方向性としては、教員の専門分野における研究、公演、展示会等の開催、論文・学

会発表、研究誌等の発行などすべての研究活動は、常に、建学の理念や中期計画の位置づ

け等を確認しながら組織的に推進、展開している。

研究水準の向上については、社会的課題や要請等に応えるため、学内公募型の教育研究

支援資金を活用して、教員の専攻の枠にとらわれない社会的意義のあるプロジェクトに参画

するなど広領域連携の研究活動が行われており、外部資金獲得に繋がった事例が多数ある。

ほかにも教員の連携による各種の研究が活発に行われており、教育や社会貢献の源泉とな

る教員の研究能力を高め、社会的に評価される研究水準の維持向上に努めている。

研究成果の国内外への発信については、各部局等において専攻レベル・教員レベルでそ

れぞれ活発に行われている。成果発信の機会は、本学ウェブサイトや研究誌等にとどまらず、

シンポジウム、学会発表、学術誌等執筆、テレビ出演、ＳＮＳや新聞など、あらゆる機会・媒

体を通じて行われている。

研究者等としての教員配置に関しては、教員の選考基準など関係規程の整備等に取り組

み、適正かつ効果的な配置に努めたほか、芸術文化研究所では優れた客員研究員や共同

研究員を受け入れている。また、教員の研究時間の確保を図るため、教員間の業務バランス

の実態を把握する職務態様調査を実施し、その結果を各部局等の長と共有するとともに、内

部質保証推進会議でも概要を共有し、研究の実施体制の強化に取り組んだ。

研究費の配分としては、研究水準の向上に資するための効果的な配分に努めるとともに、

不正防止計画に基づく監査及び研修を実施することにより、公正かつ透明性を確保した。

そのほか、インターネット通信環境の安定稼働、教員の研究活動を自己点検し改善等に繋

げていく仕組みづくり、知的財産権や著作権等の職務上必要な知識習得のための研修の企

画など、教育研究の質の向上に資する様々な取組を実施した。

⑶ 社会貢献等に関する目標

各部局等においては、教育研究の成果を地域及び社会に還元するため、展覧会、演奏会、

研究成果発表会、公開講座、移動大学などの実施に向けて精力的に取り組み、多数の開催

等実績（動画配信等の方法を含む。）をあげた。また、単独実施に限らず、他機関との共同企

画による社会貢献に資するシンポジウムや展覧会、演奏会等の実現にも積極的に取り組ん

だ。
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社会貢献に関する学内資源を集約する社会連携センターにおいては、会議開催による課

題整理、実績の取りまとめ、本学ウェブサイト上での情報発信等に取り組んでいる。

国際交流に関する事業については、コロナ禍において実施を見送っていたプロジェクトを再

開するなど積極的に推進した。海外の姉妹校との交流に関しては、留学生の受入れ・派遣に

取り組んだほか、連携をさらに深めるための協議及び現地視察を行った。

学内においては、交流会や報告会を開催するなど、国際交流室を設置して横断的な取組

が可能な体制を整備している。

２ 法人運営に関する目標

⑴ 業務運営の改善及び効率化に関する目標

法人運営に当たっては、学長を兼任する理事長のリーダーシップの下、経営審議会及び教

育研究審議会の意見を反映させながら、監事による監査に対応し、理事会での意思決定を

踏まえ、適切かつ効率的な組織運営に努めてきた。また、理事長の任期が令和５年度末で

満了となることを踏まえ、理事長選考会議を適切に運営し、法人が自ら行うはじめての理事

長選考手続を円滑に進めた。

人事の適正化に向けて関係規程等の整備を行い適正かつ効果的な配置に努めたほか、

法人固有職員の人事評価を令和５年度から施行するとともに、教員の人事評価制度に係る

他大学の情報収集を進めている。

事務等の効率化及び合理化については、業務の内部点検等による改善に年間通して取り

組んでいる。

今後とも、戦略的でスピード感のある柔軟な法人運営を推進するため、他法人の情報を収

集し参考にしながら、適切な組織運営に努めていく。

⑵ 財務内容の改善に関する目標

収入増加に係る取組として、外部研究資金の採択実績のある実技系教員が解説を行う申

請講座を開催するなど、外部資金の新規獲得に向けた取組を強化している。また、自己収入

の増加を図るため、授業料滞納に係る債権管理を強化し、催告等の初動対応に重点的に取

り組んでいる。

財務管理に関しては、財務関係規程に基づき、透明性のある予算管理と効率的かつ弾力

的な予算執行に努めるとともに、保有資産の効果的かつ効率的な活用を図っている。

⑶ 教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価並びに当該

状況に係る情報の提供に関する目標

大学の内部質保証の実現に向け関係規程等を体系的に整備し、関係法令に基づく評価の

ための自己点検・評価に関する手続や推進体制等を明確化した。全学的な推進組織として

内部質保証推進会議を設置するとともに、各部局等ごとに自己点検・評価委員会を組織して

個別の取組に係る計画、評価、実行及び改善（ＰＤＣＡ）に取り組んでいる。

情報公開の推進に関する取組としては、本学ウェブサイト等を通じて、各専攻等の単位で

活発に情報発信して学修成果の可視化、大学のブランド力の向上等に取り組んでおり、学生

や県民に対する説明責任を果たせるよう努めている。

⑷ その他業務運営に関する重要目標

個別施設計画に基づく施設の修繕等として、また、施設の老朽化対策及び長寿命化に資

する事業として、給排水設備、空調設備、電気設備、消防設備、屋根・外壁等の必要な改修

工事等を計画的に実施している。

学生及び教職員の安全・安心な教育研究環境及び労働環境を確保するため、すべての学

生及び教職員に対して健康診断を実施したほか、ストレスチェックや職場一斉点検等を実施

した。

また、危機管理を含む「内部統制」については、規程等を体系的に整理し、危機管理体制

やリスクマネジメントの実践など組織運営の基盤を整えたほか、３つのキャンパスでそれぞれ

消防訓練を実施した。

さらに、不正やハラスメントの防止を目的とした研修会の開催など法令遵守及び人権の尊

重に資する取組を実施した。

３ １及び２を踏まえての全体総括

中期目標及び中期計画の期間（６年間）の４年目となる令和６年度は、順調に推移した前半

３年間の実績を踏まえた上で最終年度（令和８年度）を見据え、目標達成に向けて既に着手

した取組を継続・展開させ、必要な改善策を講じていくべき重要な年度であった。

中期目標の期間において達成すべき目標として掲げた「教育研究等の質の向上に関する

目標」のうち「教育に関する目標」及び「研究に関する目標」に係る各取組については、それ

ぞれ必要な点検や見直しを行いながら、適切な実施体制の下で、効果的に実施し、推進した

ものと認められる。

また、「社会貢献等に関する目標」に係る各取組については、オンライン併用の効果も含め、

計画どおりの成果を上げたものと認められる。

さらに、「法人運営に関する目標」に係る各取組においては、法人化４年目として継続又は

充実・発展させていくべき様々な取組を推進しており、健全な組織運営のための基盤を整え

たものと認められる。

これらに加えて特筆すべきものとして、中期目標の期間の当初においては、新型コロナウイ

ルス感染症の影響が顕著で、対面授業の制限や成果発表の場を失うなど大学運営の危機

に直面したが、オンラインによる授業運営、オープンキャンパス、展示会や演奏会の情報発

信等に教職員が一丸となって取り組んだ結果として、業務実績を大きく損なうことはなかった。

むしろ、オンライン併用のスキル獲得は、コロナ終息後における大学運営の強みとなった。

中期計画には11項目の数値目標を掲げているが、これまで４年間の実績を踏まえ、最終年

度の達成見込について自己点検・評価したところ、評価区分の標準を表す「Ｂ」に達しない項

目（Ｃ又はＤ）はなく、すべてが「Ｂ」以上、最上位区分「Ｓ」やこれに次ぐ「Ａ」も多数ある結果と

なった。また、次ページ以降に記載のある数値目標が掲げられていない各項目についても、

標準「Ｂ」に達しないものはないと自己点検・評価した。

以上を踏まえ、４年間の業務実績を踏まえて行う見込評価の自己点検・評価については、

中期目標を十分に達成しうる状況にあるものと総括しておきたい。

4



●項目別の状況

認証評価機関の評価

【中期目標】
１　教育研究等の質の向上に関する目標
(1)　教育に関する目標

ア　教育の内容及び成果に関する目標
沖縄県立芸術大学及び大学院の３つの方針（卒業又は修了の認定に関する方針、教育課程の編成及び実施に関する方針並びに入学者の受入れに関する方針）に基づき、学生が
「何を学び、身に付けることができるのか」を明確にし、学修の成果を学生が実感できる教育を行うことで、美術、工芸、音楽、芸能等の専門的な「学び」の意欲を高めると
同時に、芸術的な創造力及び応用力を持ち、人間性が豊かで、地域及び社会に貢献できる人材を育成する。

【優れた点】
　○　芸術分野でグローバルに活躍できる人材育成を行うため、学生の多様なキャリア
　　形成に寄与するカリキュラム編成や国内外の大学との連携の取組み等を行っている。
　○　大学の理念に基づき、地域文化と密接に関わる教育研究を、地域社会のニーズや
　　設置者の期待を踏まえた上で展開・実施している。
　○　成績評価の客観性と透明性を確保するために、作品並びに実技に関しては学外専
　　門家の参画を得て講評・評価しており、それらを学生へ開示している。
【改善を要する点】
　○　造形芸術研究科比較芸術学専攻の収容定員の未充足及び芸術文化学研究科芸術文
　　化学専攻の収容定員の超過について、今後適切な対応が求められる。
【今後の進展が望まれる点】
　○　卒業の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー（以下「DP」という。））とカ
　　リキュラムの到達目標との関連性をより明確かつ多角的・具体的に示した上で、学
　　生に周知していくよう全学的に取組み、学習成果の可視化を進展されることが望ま
　　れる。
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《中期計画》
第１　教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置

　１　教育に関する目標を達成するための措置
(1) 教育の内容に関する目標を達成するための措置

第１期中期計画の実施状況等（見込）
中期計画
（見込）
自己評価

ア　入学者受入方針・入学者選抜

(ｱ)　学部
　大学及び学部の教育理念を踏まえたアドミッション・ポリシー（入学者受入れの
方針）に基づき、芸術活動への意欲が高く、学士課程の学修に必要な基礎的知識や
表現技術と将来性のある豊かな芸術的感性を備えた人材を適切に選抜するため、入
学者選抜方法の改善を図り、実施する。

【数値目標①】大学の志願倍率の維持向上　２.３倍/毎年度

【アドミッションセンター、入学試験管理委員会】
・入学試験のあり方について継続的な検討を行い、総合型選抜の導入、入試時期
の早期化、遠隔入試の実施等に取り組んだ。コロナ禍を契機に遠隔入試を実施し
たところであるが、現在においても、対面入試を基本としつつ、遠隔入試の利点
と経験を活かし、厳格性・公平性に留意した運用に努めている。さらに、高大接
続に関する取組として、県内高校との意見交換（音楽分野）を継続しつつ、今後
の発展的な取組の検討にも取り組んだ。
【各学部】
・オープンキャンパス及び進学説明会については、美術工芸学部・音楽学部とも
に、毎年度、数回に亘って開催（オンライン開催を含む。）した。実施方法につ
いては工夫・改善を重ねながら行うこととし、チラシデザイン一新、ＳＮＳでの
情報発信、入試作品の公開、個別相談機会の提供など、志願者倍率の維持向上の
ために精力的に取り組んだ。
・アドミッションセンターからの指示に基づき各専攻ごとに検討を進め、入学前
に身につけておいてほしい知識、技能、表現力、思考力及び判断力について具体
的に記載したアドミッション・ポリシーを作成し、公表した。
・企業等主催相談会についても機会あるごとに資料提供したほか、ブース参加や
オンライン参加にも積極的に取り組んだ。

【実績①】大学の志願倍率の維持向上
　４年間の達成状況（最終年度に見込まれる業務実績）は別添のとおり

Ｂ

(ｲ) 大学院
　修士課程においては、各研究科の教育理念を踏まえたアドミッション・ポリシー
に基づき、幅広い教養と専門分野の基礎的な知識及び能力を備えているとともに、
研究に対する強い目的意識と意欲のある学部卒業生や社会人など多様な人材の受入
れを推進する。
　後期博士課程においては、研究科の教育理念を踏まえたアドミッション・ポリ
シーに基づき、芸術に関する高度な知識を備え、自立した研究者となるための意欲
と能力と展望を備えている人材の受入れを推進する。

【数値目標②】大学院の志願倍率の維持向上 １.５倍/毎年度

【造形芸術研究科、音楽芸術研究科】
・県外在住者、社会人、既卒生等にも広くアプローチするため、対面方式と併せ
て、オンラインによる入試説明会を毎年度、複数回実施した。本学学部在学中の
参加者に対しては、卒業後の選択肢の一つとして情報を提供し、進学に対する意
欲の涵養に努めた。
【芸術文化学研究科】
・毎年度、対面による入試説明会を開催したほか、その内容をオンライン上に
アップロードし、学外者への広報にも取り組んだ。

【実績②】大学院の志願倍率の維持向上
　４年間の達成状況（最終年度に見込まれる業務実績）は別添のとおり

Ａ
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イ 教育課程

(ｱ) 学部
　学士課程の専門教育においては、専門分野の実技や理論を基礎から高度な内容ま
で、段階的に履修することを基本として、全学教育とも連携し、各学部の教育方針
の下、カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）に基づき教育課程を
編成する。
　全学教育においては、幅広い教養を身につけるとともに、専門分野の学修と将来
の知的活動や職業生活、社会生活においても必要な語学力、情報処理能力、コミュ
ニケーション能力、論理的思考力等を獲得できるよう、教育内容の一層の充実を図
る。

【各学部、全学教育センター】
・各学部の教務・学生委員会等において各教育課程編成の体系性について点検
し、各専攻のカリキュラムマップ及びコースツリーの整備充実等に取り組んだ。
カリキュラムマップ及びコースツリーは、学生の学修成果の自覚を促し履修指導
に有効であった。
・各学部の教務・学生委員会等において現行カリキュラムの妥当性・有効性を検
証するとともに、学生向けの履修登録に関するアンケート結果も参考にしなが
ら、次年度のカリキュラムを再構築した。
【音楽学部】
・教務・学生委員会にカリキュラム検討専門部会を設置して開設科目の精選及び
時間割の適正化について検証を行った。カリキュラム再編の目標を令和９年度と
し、科目の整理統合を含め継続的な検討を進めている。
【全学教育センター】
・海外研修による学修成果の単位認定について、県外の芸術系大学の事例等に係
る情報を収集するとともに、学生向け履修登録に関するアンケート結果（語学研
修への関心が高いこと等）を参考にした上で、研修成果の単位認定の可能性につ
いて検討を進めた。

Ｂ

(ｲ) 大学院
　修士課程においては、学士課程における教育を基礎として、各専門分野において
高度な実践能力及び研究能力を養成し、作家や演奏家、研究者、芸術教育の専門的
指導者となり得る人材を育成するために、各研究科の教育理念の下、カリキュラ
ム・ポリシーに基づき教育課程を編成する。また、国内外の芸術系大学との単位互
換を含む交流授業の充実を図る。
　後期博士課程においては、本学の特長を生かし実技と理論との結びつきを重視す
る教育課程の一層の充実を図る。

【造形芸術研究科】
・女子美術大学大学院単位互換履修生として、学生の派遣及び受入を毎年度行っ
た。
・本学主催の「アジア芸術系大学交流展 in 沖縄 彫刻の五・七・五 2023」の関
連事業として「アジア芸術系大学間 教育交流シンポジウム 2023」を開催し、今
後の大学院教育の連携について検討を深めた。
【音楽芸術研究科】
・大学院運営委員会と学部教務・学生委員会の連携の下で、授業や試験のあり
方、非常勤講師の採用計画、学部開設科目の単位数の上限等について検討を行
い、学部と大学院の教育が適切に接続するよう取り組んだ。
【芸術文化学研究科】
・運営委員会においてカリキュラムの検証を毎年度行い、改廃を含め次年度のカ
リキュラム編成を行った。

Ｂ

ウ 教育方法

(ｱ) 学部
　学士課程において、カリキュラム・ポリシーに沿って多様な実践的教育や少人数
によるきめ細かな教育を着実に実施するとともに、学生の学修意欲や理解度の向上
につながるよう、学修成果(※1)・教育効果の把握・可視化(※2)など、教育方法の
改善を図る。

【各学部、全学教育センター】
・授業科目の編成についてカリキュラム・ポリシーとの整合性を点検し、必要な
修正を行った。また、各授業科目シラバスを点検し、ディプロマ･ポリシーと授
業到達目標との関係について記載されていることを確認した。
・既に作成済みの科目ごとのルーブリックについては、学修成果の可視化・教育
効果の把握のために積極的に活用した。試験的運用の段階にある科目についても
導入を目指すとともに、その他の適切な評価方法についても検討を行った。

Ｂ
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(ｲ) 大学院
　各研究科においては、学生個々の研究内容に応じて柔軟に研究指導体制を組織
し、カリキュラム・ポリシーに沿って、学生の個性を尊重した教育を推進する。
　後期博士課程においては、芸術文化についての幅広い見識を持ち、自立した研究
活動を行うために必要なより高度な能力を獲得できるよう、関連領域の複数教員に
よる研究指導体制により学位論文の完成を目指して徹底した研究指導を行う。

【各研究科】
・授業科目の編成についてカリキュラム・ポリシーとの整合性を点検し、必要な
修正を行った。併せて、ディプロマ･ポリシーと授業科目の到達目標の相関につ
いて研究科運営委員会で点検を行い、カリキュラムマップ作成において研究科と
して統一性を確保した。
・学修成果の可視化・教育効果の把握に資する取組として、大学院運営委員会で
ルーブリック評価の導入に向けた検討を進めた。

Ｂ

エ 成績評価

(ｱ) 学部
　大学及び各学部のディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針）に則り、
公平で透明性のある評価基準により、それぞれの学生の学修到達度を測定し、厳正
な成績評価を行う。

【各学部、全学教育センター】
・各授業科目のシラバスについて、到達目標とディプロマ･ポリシーとの相関の
記載、成績評価基準及び方法の明示を確認し、改善を図った。
・既に作成済みの科目ごとのルーブリックについては、学修成果の可視化のため
に積極的に活用した。試験的運用の段階にある科目についても導入を目指すとと
もに、その他の適切な評価方法についても検討を行った。
・ＧＰＡ制度については、前期に履修規程を改正し運用を開始した。併せて、前
期の成績評価分布を確認し、「秀」評価が多用されないよう目安となる割合を周
知するなど、成績評価に偏りが生じないよう取り組んだ。

Ｂ

(ｲ)　大学院
　各研究科のディプロマ・ポリシー（修了認定・学位授与の方針）に則り、公平で
透明性のある評価基準による厳正な成績評価及び透明性・客観性のある学位論文等
の審査を行う。

【各研究科】
・各授業科目のシラバスについて、到達目標とディプロマ･ポリシーとの相関の
記載、成績評価基準及び方法の明示を確認し、改善を図った。
・学修成果の可視化に資する取組として、大学院運営委員会でルーブリック評価
の導入に向けた検討を進めた。

Ｂ
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《中期計画》
　第１　教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置

　１　教育に関する目標を達成するための措置
(2) 教育の成果に関する目標を達成するための措置

第１期中期計画の実施状況等（見込）
中期計画
（見込）
自己評価

ア 学部
　「新たな芸術創造の可能性を広げ、幅広く芸術分野で活躍できる人材を育成す
る」という教育理念の下、文化的素養と国際感覚を身につけるための基盤的な教育
を行う「全学教育」と、専門分野の実技や理論を基礎から高度な内容まで段階的に
履修する「専門教育」の連携によって、「豊かな人間性と社会性を身につける教
育」を行うにあたり、不断に大学及び各学部のディプロマ・ポリシーと学士課程全
授業科目の到達目標との整合を図る。

【数値目標③】学部卒業生の輩出 ９６人/毎年度

【各学部】
・学部のディプロマ･ポリシーの記載内容を点検するとともに、カリキュラム
マップ及びコースツリーとの整合性、一貫性を確認した。
・卒業時の調査では、学修成果（コミュニケーション能力等汎用的な能力、専門
分野の技能等）は、概ね得られたという調査結果であった。

【実績③】学部卒業生の輩出
　４年間の達成状況（最終年度に見込まれる業務実績）は別添のとおり

Ａ

イ 大学院
　芸術文化に対する深い理解と感性を持ち、創造力豊かで社会において芸術分野の
幅広い実践及び研究活動を行う作家、演奏家、研究者、芸術教育の専門的指導者な
ど高度に専門的な職業を担い得る人材を育成する。その際、各専門分野の高度な教
育としての研究指導及び授業並びに隣接領域を中心とした関連分野の授業につい
て、各研究科のディプロマ・ポリシーとの整合を図る。

【数値目標④】大学院修了生の輩出 ３５人/毎年度

【各研究科】
・研究科のディプロマ･ポリシーの記載内容を点検するとともに、カリキュラム
マップ及びコースツリーとの整合性、一貫性を確認した。
・修了時の調査では、学修成果（コミュニケーション能力等汎用的な能力、専門
分野の技能等）は、概ね得られたという調査結果であった。

【実績④】大学院修了生の輩出
　４年間の達成状況（最終年度に見込まれる業務実績）は別添のとおり

Ａ
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認証評価機関の評価

《中期計画》
第１　教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置

１　教育に関する目標を達成するための措置
(3) 教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置

第１期中期計画の実施状況等（見込）
中期計画
（見込）
自己評価

ア 適正な教員配置

　授業科目及び研究指導の内容に応じた教育研究業績、実務経験等を有する教員の
採用及び配置を行う。その際、教育の実施体制の持続性、ダイバーシティ(※3)の観
点から、年齢構成、男女比、バックグラウンド等の多様性に配慮する。
　また、各学部及び各研究科においては、学生数及び担当授業数等を考慮し、人的
資源の効果的な活用に資するよう教員組織を編成する。

【大学教員人事委員会】
・教育の質の保証、適切な教員採用及び人員配置の観点から、各種規程の策定又
は改正、選考基準の明確化等に取り組むとともに、採用スケジュールの早期化や
手続の見直しを行った。これにより、高い専門性と教育研究上の指導能力を有す
る教員を採用し、適切な人員配置を行うことができた。さらに、男女比率の改善
等の観点から公募要領を随時見直すなど、配慮を要する課題等の改善を図った。
【内部質保証推進会議】
・全教員に対して教員職務態様調査を実施し、その結果を各部局等の長と共有す
るとともに、内部質保証推進会議で概要報告を行い、人的資源の効果的な活用や
適正な担当授業数のあり方など教員組織の編成において参考とした。

Ｂ

【中期目標】
１　教育研究等の質の向上に関する目標
(1)　教育に関する目標

イ　教育の実施体制等に関する目標
(ア) 在学中のみならず、卒業又は修了した後の学生の成長も見据えた「学び」の質を保証するため、確かな教育能力と研究能力を兼ね備えた教員の確保に努め、教員の適切な
配置を行うとともに、教育内容や方法に関する点検及び評価を実施し、教育の質の保証を図る。
(イ) 大学教育及び芸術分野の研究の進展、時代の変化や社会の要請等を踏まえ、組織的に教育及び教員の質の向上に努めるとともに、学生の学修意欲や教育効果を高めるた
め、学内施設や教育備品等の計画的な整備と適切な維持管理により、教育環境の向上を図る。

【今後の進展が望まれる点】
　○　IR（Institutional Research）機能は学長補佐室が担っているが、試行段階であ
　　る。今後は、IR を含めた教育研究活動等の改善を継続的に行う仕組み（以下「内部
　　質保証」という。）に係る組織体制の一層の充実が望まれる。
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イ 教育及び教員の質の向上

　教育活動の質の向上を図るため、学生による授業評価を全学で実施し、その結果
を授業内容及び教育方法等の改善に反映させる。
　また、教員の教育能力向上のため、ＦＤ(※4)・ＳＤ(※5)活動に組織的に取り組
み、研修制度を充実させる。

【数値目標⑤】ＦＤ・ＳＤ研修会の参加率向上
最終年度 １００％

　必要に応じて、教員評価に係る評価項目等の見直しを行い、教員評価の精度及び
客観性を向上させる。

【ＦＤ委員会】
・学生による授業評価アンケートについては、前期・後期で計２回実施してい
る。その結果については、学部の自己点検・評価委員会において結果を共有し、
評価が低く要改善と思われる科目について当該専攻に改善を促すなど活用を図っ
ている。アンケートの回収率向上及び改善の仕組み構築については、今後も継続
的に検討を重ねていく。
・教員の教育能力向上のため、各学部等の単位で複数回の授業公開・参観を実施
した。実施後に作成する参観レポート及び実践レポートにより教員自身の授業運
営の改善に活かした。
【ＦＤ委員会、ＳＤ推進委員会】
・ＦＤ研修は全教員を対象に、ＳＤ研修は全教職員を対象に、それぞれ年間で複
数回の研修会を開催した。各研修会の開催方法としては、対面形式に限らず、オ
ンライン参加やオンデマンド配信を併用し、研修時に収集したアンケート結果を
参考にしながら、参加率の向上に繋がる企画に努めている。また、内部質保証に
関する研修やハラスメント防止対策研修など、他の委員会等が主催する研修会に
ついても、ＦＤ委員会又はＳＤ推進委員会の共催とするなど、効果的な活動とな
るよう工夫している。

【実績⑤】ＦＤ・ＳＤ研修会の参加率向上
　４年間の達成状況（最終年度に見込まれる業務実績）は別添のとおり

Ｂ

ウ 教育環境の整備

　安心・安全な教育環境を確保し、学生の能力向上や教員の教育研究活動を促進す
るため、必要な施設や設備、ＩＣＴ環境の整備を図る。また、当蔵キャンパスから
崎山キャンパスへの移動を要する学生の教育環境の整備及び金城キャンパスの効率
的な活用方法を検討する。

【附属図書・芸術資料館】
・ラーニングコモンズについては、新型コロナウイルス感染症の影響により運用
開始の時期に影響が出たものの、貸出用ＰＣやＷｉ－Ｆｉ設備の導入などＩＣＴ
環境の整備を計画どおりに進め、令和６年４月から運用開始している。
・寄贈や購入による収蔵品等をデジタルで管理・公開できる博物館クラウドシス
テムについて、データベース構築を進めており、併せて収蔵庫内の所蔵資料管理
方法の検討を継続的に行いながら、情報公開に向けて取り組んでいる。
【教務学生課】
・当蔵キャンパスと崎山キャンパスを往復するシャトルバス及びタクシーは、学
生の利便性を確保する観点で運行を継続している。

Ｂ

エ　教学ＩＲ体制の整備

　学生アンケート結果や学生の学修成果に係る教学データの収集・分析を行うな
ど、教学マネジメント(※6)を支える基盤的役割を担う教学ＩＲ(※7)体制の整備を
行う。

【評価・ＩＲ室】
・内部質保証の実現に向け関係規程等を体系的に整備し、関係法令に基づく自己
点検・評価の方法や評価・ＩＲに係る全学的な推進体制等を明確化した。また、
法人評価（地独法）と大学評価（学校教育法）を相互に関連付けながら活用する
こととし、大学評価の中間評価として、令和２年度に受審した認証評価後の改善
状況等に係る自己点検・評価を令和６年度に実施した。
・ＰＲＯＧテストの対象を新入生（１年次学生）と３年次学生とし、前者に対し
ては毎年４月に、後者に対しては９月にそれぞれ計画的に実施するとともに、そ
の結果に係る教員向け報告会を開催し、新入生の入学経路別の分析結果を共有し
た。今後２度目の受験となる学生の成長状況や、就職とＰＲＯＧスコアの関係性
の分析等に取り組んでいく。

Ｂ
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認証評価機関の評価

《中期計画》
第１　教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置

１　教育に関する目標を達成するための措置
(4) 学生への支援に関する目標を達成するための措置

第１期中期計画の実施状況等（見込）
中期計画
（見込）
自己評価

ア 学修支援

　学生の学修意欲向上及び大学での学修方法を身につけさせるため、学生への履修
指導、進路相談等の支援体制を強化・拡充する。
　また、履修モデルを充実させるなど、学生の進路や達成目標に沿った履修が十分
に行える環境づくりを行う。

【各学部】
・学修支援の基盤として、学生支援システム（ＵＮＩＰＡ）の活用により教員・
事務局職員間で適切に情報共有を図っているほか、就職支援アドバイザーを置い
て学生への支援を行った。また、各学部の取組として、各専攻学年担任を中心と
して履修指導を的確に行ったほか、学生指導強化月間における全学教育センター
との連携により履修指導と進路指導を実施し、併せて就職支援アドバイザーとの
連携強化により、本学の特性に合った支援を行うことができた。
【芸術文化学研究科】
・研究科委員会において研究指導会議を充実させ、指導教員・担当教員を中心
に、研究発表会、研究展示会・演奏会、学位審査展覧会・演奏会の開催をサポー
トした。

Ｂ

イ 学生生活支援

　快適な学生生活を実現するため、環境を整備するとともに、学生との意思疎通を
密にし、学生への生活支援を組織的に行う。

【学生支援室】
・新入生オリエンテーションにおいて、学生相談室及び保健室の利用についてガ
イダンスを行った。また、学生支援システム（ＵＮＩＰＡ）において両室の月間
スケジュールを常時掲載して周知し、利便性向上を図った。
・障がい学生や保護者等からの相談等に応じて検討会議を開催して支援内容を検
討するとともに、モニタリング会議による検証も行っている。また、学生支援
コーディネーターが初期相談の段階で精度の高いヒアリングを実施することによ
り早期の支援内容の決定ができるように努めている。さらに、入試で合理的配慮
を申請した受験生について、入試時から入学後の学修環境配慮までをシームレス
につなぐため、入試委員会等との連携に努めている。

Ｂ

ウ 経済的支援

　各種奨学金制度の活用について情報提供を行うとともに、大学独自の支援策を検
討する。

【教務学生課】
・大学独自の授業料等減免を含む各種奨学金等の制度について、随時、学生支援
システム（ＵＮＩＰＡ）により学生向け効果的に情報提供した。 Ｂ

【優れた点】
　○　芸術分野でグローバルに活躍できる人材育成を行うため、学生の多様なキャリア
　　形成に寄与するカリキュラム編成や国内外の大学との連携の取組み等を行ってる。
　　（再掲）

【中期目標】
１　教育研究等の質の向上に関する目標
(1)　教育に関する目標

ウ　学生への支援に関する目標
(ア) 　多様な学生が心身ともに充実した学生生活を送り、意欲的に学修に取り組むことができるよう、学修支援、生活支援等の学生へのきめ細かな支援体制を整備する。
(イ) 　学生が個性や能力を生かし希望した進路に進むことができるよう、キャリア支援を充実させる。
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エ 就職支援

　学生へのきめ細かな就職支援を行うため、企業と連携した説明会を行うほか、芸
術文化の分野に特化、関連した企業や職業にターゲットを絞った求人開拓を行うな
ど、進路指導を強化・拡充する。

【数値目標⑥】就職希望者の就職率
　学部卒業生 最終年度 ７７．３％
　大学院修了生 最終年度 ８３．４％

【全学教育センター】
・前期に「芸術とキャリアデザインＡ(1)」を、後期には「芸術とキャリアデザ
インＢ」をそれぞれ開催した。キャリア教育の基礎を効果的に学ばせるため、就
職支援アドバイザー及び就職支援コーディネーターのほか、多様な教員等との連
携を図りつつ授業運営を行った。今後さらに発展させていくため、過年度希望学
生の受講受入、担当教員の効果的な授業分担、３年次学生のキャリア教育必修化
等を検討していく。
【各学部、造形芸術術研究科、音楽芸術研究科】
・学部及び研究科では、委員会等でキャリア教育の重要性を確認した上で、各専
攻等を基本に専門教育科目の中でキャリア教育を意識した授業や個別指導を行っ
たほか、アートマネジメント系科目を履修させた。
【教務学生課】
・進路情報コーナーを常設して個別の相談に応じることのほか、合同企業説明
会、個別企業説明会、学生向けセミナー、授業のスポット講師、会社訪問、イン
ターンシップ等を企画又は参画するなど多方面に取り組んだ。また、就職支援ア
ドバイザー、就職支援コーディネーター、教職員を交えた情報交換会を定期的に
開催した。

【実績⑥】就職希望者の就職率
　４年間の達成状況（最終年度に見込まれる業務実績）は別添のとおり

Ｂ

オ 留学生への支援

　学生の国際的視野を広げ、また海外留学生にも広く門戸を開くため、芸術・学術
交流協定の締結や交換留学を積極的に推進するとともに、芸術分野の多様な専門領
域・進路に対応した教育プログラムを用意するなど、学生相互の異文化理解に繋が
る、学びやすい環境と支援体制を整備する。

【国際交流室】
・留学生の学生生活が円滑に開始し、学業に専念できる環境を整えるため、受入
留学生（姉妹校・県費・研究生）を対象にオリエンテーションを開催した。ま
た、姉妹校留学生の指導教員には事前説明会を実施した。さらに、学内において
異文化交流会や派遣留学生帰国後報告会を複数回開催したほか、チューター制度
を活用して受入留学生及び派遣留学生の学習・日常生活等の支援を行った。

Ｂ

カ 学生相談

　学生が安心して意欲的に学修できるよう、学業や人間関係等、大学生活を送る上
での様々な相談支援を行う。

【学生支援室】
・新入生オリエンテーションにおいて、学生相談室及び保健室の利用についてガ
イダンスを行った。また、学生支援システム（ＵＮＩＰＡ）において両室の月間
スケジュールを常時掲載して周知し、利便性向上を図った。（再掲）
・障がい学生や保護者等からの相談等に応じて検討会議を開催して支援内容を検
討するとともに、モニタリング会議による検証も行っている。また、学生支援
コーディネーターが初期相談の段階で精度の高いヒアリングを実施することによ
り早期の支援内容の決定ができるように努めている。さらに、入試で合理的配慮
を申請した受験生について、入試時から入学後の学修環境配慮までをシームレス
につなぐため、入試委員会等との連携に努めている。（再掲）

Ｂ
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認証評価機関の評価

《中期計画》
第１　教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置

２　研究に関する目標を達成するための措置
(1)　研究水準及び研究成果に関する目標を達成するための措置

第１期中期計画の実施状況等（見込）
中期計画
（見込）
自己評価

ア　研究の方向性

　沖縄固有の風土によって培われた個性的な芸術文化を継承するとともに、自由で
多様な研究の推進を通して、多様な芸術文化の実態と地域文化伝統の個性との関わ
りを明らかにし、新しい芸術文化の可能性を追究する。

【各学部、芸術文化研究所】
・教員の専門分野における研究、公演、展示会等の開催、論文・学会発表、研究
誌の発行などすべての研究活動は、各教員が年度当初及び年度末に所属長に提出
する教員業績自己点検シートの研究活動目標及び研究業績シートによって、建学
の理念や中期計画の位置づけ等を示し組織的に確認し取り組んでいる。

Ｂ

【中期目標】
１　教育研究等の質の向上に関する目標
(2)　研究に関する目標

ア　研究水準及び研究成果に関する目標
(ア) 沖縄固有の風土によって培われた個性的な芸術文化を継承しつつ、自由で多様な研究の推進を通して、新しい芸術文化の可能性を追究する。
(イ) その研究成果を国内外に広く発信することで、芸術文化の振興及び発展に寄与する。

【優れた点】
　○　大学の理念に基づき、地域文化と密接に関わる教育研究を、地域社会のニーズや
　　設置者の期待を踏まえた上で展開・実施している。（再掲）
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イ　研究水準の向上

　教員の研究者としての能力を高めることにより、社会的に評価される研究水準の
維持向上を図る。また、より高度な学術研究を行うため、外部資金など様々な資源
を活用し、本学の研究水準の向上を図る。

【数値目標⑦】外部研究資金の導入
　外部研究資金の応募率　最終年度　19.2％
　外部研究資金の導入件数　１２件/毎年度

【各学部】
・本学教育研究資金の活用や外部資金の獲得により、専門分野の枠を超えた社会
的意義のあるプロジェクト等を推進し、教員の連携による各種の研究が活発に実
施されている。
【研究推進委員会】
・本学教育研究支援資金の応募要件にプロジェクトチームでの応募を推奨する旨
明記し、さらに応募期間を長めに設定して時間を十分に確保したことにより、応
募総数におけるプロジェクト型研究の割合は年々増加している。
・科研費等の外部資金への応募増に向けた取組として、採択実績のある実技系教
員が解説を行う申請講座を開催した。後日のオンデマンド視聴にも対応すること
で、応募者の増加に効果があった。
【芸術文化研究所】
・「島嶼学（伝統芸能の調査、組踊等の研究、伝統的染織技術の復元）」研究に
ついては、各研究室において継続的に調査・研究した。専任教員及び共同研究員
による島嶼学に関する研究成果を紀要「沖縄芸術の科学」に掲載し発刊した。
・客員研究員14名、共同研究員77名が芸術文化研究所に所属しており（令和７年
３月現在）、紀要「沖縄芸術の科学」に琉球・沖縄芸術文化に関する論考やデー
タ等資料を掲載するなど共同研究員間での研究情報を共有し、研究発表会の企画
等活用を図った。
【附属図書・芸術資料館】
・重要文化財琉球芸術調査写真（鎌倉芳太郎撮影）の紙焼写真の修理・保存事業
については、修理検討委員会を設置して修理方針を定め、東京文化財研究所の協
力を得て令和５年４月より開始した。

【実績⑦】外部研究資金の導入
　４年間の達成状況（最終年度に見込まれる業務実績）は別添のとおり

Ｓ

ウ  研究成果の国内外への発信

　教員及び大学の研究成果を、大学HP、刊行物等の媒体を通して積極的に公表す
る。また、展覧会、演奏会、公開講座、移動大学等の実施により、研究成果を広く
国内外に向けて発信するとともに、自治体や地域の文化・芸能団体等とのネット
ワークを構築する。
　

【各学部、全学教育センター】
・各部局等において専攻レベル・教員レベルでそれぞれ活発に行われている。成
果発信の機会は、本学ウェブサイトや研究誌等にとどまらず、シンポジウム、学
会発表、学術誌等執筆、テレビ出演、ＳＮＳや新聞など、あらゆる機会・媒体を
通じて行われている。
【芸術文化学研究科】
・学位授与から１年以内の博士論文を本学ウェブサイト上に公開した（出版予定
がある場合は要旨を公開）。また、学位授与から３月以内の学位論文（要旨及び
学位審査講評）を本学ウェブサイト上に公開した。
【芸術文化研究所】
・文化講座（年数回）や移動大学（年１回）を通じて、本学の研究成果及び高等
教育における芸術文化の魅力を発信し、多くの学外者の参加があった。
・専任教員及び共同研究員による研究成果（論文）を掲載した紀要「沖縄芸術の
科学」を毎年発刊した。
・講演会「誇らしゃ しまくとぅば」を毎年開催し、その動画を公開したほか、
芸能実践教育の映像記録として芸術文化研究所においてアーカイブしている。

Ｂ
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認証評価機関の評価

《中期計画》
第１　教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置

２　研究に関する目標を達成するための措置
(2)　研究の実施体制等に関する目標を達成するための措置

第１期中期計画の実施状況等（見込）
中期計画
（見込）
自己評価

ア　研究者等の配置

　研究水準の向上及び研究成果の活用促進を図るため、研究力の高い教員等を配置
する。

【大学教員人事委員会】
・教育の質の保証、適切な教員採用及び人員配置の観点から、各種規程の策定又
は改正、選考基準の明確化等に取り組むとともに、採用スケジュールの早期化や
手続の見直しを行った。これにより、高い専門性と教育研究上の指導能力を有す
る教員を採用し、適切な人員配置を行うことができた。さらに、男女比率の改善
等の観点から公募要領を随時見直すなど、配慮を要する課題等の改善を図った。
（再掲）
【芸術文化研究所】
・優れた国内研究者等として、客員研究員14名、共同研究員77名（令和７年３月
現在）を受け入れた。

Ｂ

イ　研究の実施体制

　教員の研究活動を促進するとともに、研究成果が地域や社会に還元される研究支
援体制を整備する。

【内部質保証推進会議】
・全教員に対して教員職務態様調査を実施し、その結果を各部局等の長と共有す
るとともに、内部質保証推進会議で概要報告を行い、研究時間の確保に資する適
正な担当授業数のあり方など研究の実施体制の整備に関する方策の検討において
参考とした。

Ｂ

【中期目標】
１　教育研究等の質の向上に関する目標
(2)　研究に関する目標

イ　研究の実施体制等に関する目標
(ア)　教員の研究活動の活性化及び効率化を図るため、各専門領域及び各組織の間で連携して行う研究を推進するとともに、研究支援体制の充実を図り、研究環境の整備に努
める。
(イ)　教育及び研究を一体不可分のものとして実施するため、研究の成果を教育に反映させるよう研究の質の向上を図るとともに、学長となる理事長のリーダーシップの下
で、適切な予算配分を行う。

【優れた点】
　○　大学の理念に基づき、地域文化と密接に関わる教育研究を、地域社会のニーズや
　　設置者の期待を踏まえた上で展開・実施している。（再掲）
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ウ　研究費の配分

　専門領域を越えた教員及び組織間連携により、本学ならではのユニークな研究を
推進するなど、研究水準の向上を図るため、教育研究支援資金について公正で透明
性の高い方法により配分を行う。

【研究推進委員会】
・本学教育研究支援資金の応募要件にプロジェクトチームでの応募を推奨する旨
明記し、さらに応募期間を長めに設定して時間を十分に確保したことにより、応
募総数におけるプロジェクト型研究の割合は年々増加している。（再掲）
・各研究事業の進行状況や予算の執行状況を適切に把握・共有するため、収支簿
を共有したほか、研究の中間報告書の提出を求め、適切かつ効率的な進捗管理に
努めた。さらに、直近の採択者数名による研究成果報告会を毎年開催し、今後の
応募者増にも取り組んでいる。
・外部資金に関わるすべての教職員を対象に、日本学術振興会が提供する研究倫
理ｅラーニングを受講させた。また、不正防止を目的として知的財産権（著作権
等）に関する研修会も開催した。
【総務課】
・全教職員を対象に監査実施に係る周知により不正防止に努めるとともに、不正
防止計画に基づき、物品の現況確認や沖縄県立看護大学との相互監査を実施し
た。

Ｂ

エ　研究環境の整備

　研究活動の活性化と効率化を図るため、ソフト及びハード両面における研究環境
の整備に努める。

【施設整備委員会、総務課】
・電気設備改修工事（ＬＥＤ化推進）等、教育研究活動のインフラとなる各設備
の改修工事等を計画的に実施した。
・学内のインターネット通信環境について、専門業者と委託契約を締結して安定
稼働を確保し、研究活動の活性化と効率化に資する環境整備に努めた。併せて、
ＩＣＴ専門職員を採用することにより、サーバ統合やヘルプデスク対応の迅速化
など研究環境の充実と維持に努めた。

Ｂ

オ　研究の質の向上

　研究の質の向上のため、研究計画書に基づいた研究の推進と研究成果及び成果の
教育への反映について、その事後検証に取り組む。

【内部質保証推進会議】
・教員の活動に係る自己点検要領に基づき、各教員は研究業績シートに自己の研
究成果と担当授業科目への反映・連関を記載し、年度末に所属長に提出し、所属
長は必要に応じて指導及び助言を行い、所感を付して学長に報告することとして
おり、大学として各教員の研究と教育の連関について把握できる仕組みを構築し
ている。

Ｂ

カ　知的財産の創出・管理

　企業や試験研究機関等との共同研究を積極的に進め、その研究成果の知的財産化
及び運用を通じて、受託研究や共同研究を増加させ、研究の活性化及び社会貢献を
目指す。

【研究推進委員会】
・法令遵守の観点から、また、意図しない不正を防止するため、知的財産権（特
に著作権）に関する研修会（講師：弁理士）を開催した。研修企画に当たって
は、本学の特性に応じた実践的な内容となるように、事前に教職員からアンケー
トをとって活用した。また、オンラインでの開催と併せてオンデマンド方式を併
用し、多くの参加に繋がるよう取り組んだ。

Ｂ
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認証評価機関の評価

《中期計画》
第１　教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置

３　社会貢献等に関する目標を達成するための措置
(1)　社会貢献に関する目標を達成するための措置

第１期中期計画の実施状況等（見込）
中期計画
（見込）
自己評価

ア　地域の高等教育機関としての役割

　地域社会に対して質の高い教育機会を提供し、地域文化を担う人材の供給に努め
るとともに、社会人のキャリアアップに必要な専門的な知識や技術を習得するプロ
グラムや、本学の教育研究分野におけるリカレント教育を拡充し、地域の生涯学習
機会の拠点機能の充実を図る。

【各学部、全学教育センター、各研究科（修士）】
・科目等履修生として、教員免許取得を目的とする卒業生や県費留学生等を受け
入れた。また、おきげい教養講座やアート・レクチャー等の各専攻主催の多様な
公開講座を年間多数開催した。
・移動大学（年１回実施）においては、伝統芸能鑑賞会のほか、琉球芸能教室や
陶芸教室など体験型の講座を多数企画し、多くの学外者の参加があった。

Ｂ

【優れた点】
　○　大学の理念に基づき、地域文化と密接に関わる教育研究を、地域社会のニーズや
　　設置者の期待を踏まえた上で展開・実施している。（再掲）

【中期目標】
１　教育研究等の質の向上に関する目標
(3)　社会貢献等に関する目標

ア　社会貢献に関する目標
(ア)　地域文化を担う人材の育成やリカレント教育を積極的に進めるとともに、展覧会や演奏会、発表会等を通して、蓄積された芸術的資産及び能力を地域及び社会に還元す
る。
(イ)　大学に対する社会の期待や多様なニーズに対応するため、産学官連携や大学間の連携を強化し、芸術文化振興の課題解決に向けた取組を推進することで、地域及び社会
に貢献する。
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イ　地域及び社会への貢献

　大学の教育研究の成果を地域に生かすため、各組織の取組情報を社会連携セン
ターに一元化し、蓄積された芸術的資産、能力を機動的に地域及び社会に還元し、
地域の活性化に積極的に取り組む。

【数値目標⑧】公開講座、公開授業、移動大学等開催数
　最終年度　３８件/年
【数値目標⑨】展覧会、演奏会、定期公演等開催数
　６３件/毎年度
【数値目標⑩】自治体、地域、企業等との連携事業数
　３８件/毎年度

【各学部、全学教育センター、各研究科（修士）】
・各部局等においては、教育研究の成果を地域及び社会に還元するため、展覧
会、演奏会、研究成果発表会、公開講座、移動大学などの実施に向けて精力的に
取り組み、多数の開催等実績（動画配信等の方法を含む。）をあげた。また、単
独実施に限らず、他機関との共同企画による社会貢献に資するシンポジウムや展
覧会、演奏会等の実現にも積極的に取り組んだ。
【芸術文化学研究科】
・学位授与から１年以内の博士論文を本学ウェブサイト上に公開した（出版予定
がある場合は要旨を公開）。また、学位授与から３月以内の学位論文（要旨及び
学位審査講評）を本学ウェブサイト上に公開した。（再掲）
【芸術文化研究所】
・文化講座（年数回）や移動大学（年１回）を通じて、本学の研究成果及び高等
教育における芸術文化の魅力を発信し、多くの学外者の参加があった。（再掲）
・専任教員及び共同研究員による研究成果（論文）を掲載した紀要「沖縄芸術の
科学」を毎年発刊した。（再掲）
・講演会「誇らしゃ しまくとぅば」を毎年開催し、その動画を公開したほか、
芸能実践教育の映像記録として芸術文化研究所においてアーカイブしている。
（再掲）
【社会連携センター】
・各部局等への照会を通じて年間の社会連携活動の実績を取りまとめ、本学ウェ
ブサイト上で情報発信した。今後も効果的かつ効率的な情報集約の方法について
改善を図っていく。

【実績⑧】公開講座、公開授業、移動大学等開催数
【実績⑨】展覧会、演奏会、定期公演等開催数
【実績⑩】自治体、地域、企業等との連携事業数
　４年間の達成状況（最終年度に見込まれる業務実績）は別添のとおり

Ａ

ウ　産学官の連携

　大学の教育研究の成果を地域及び社会に還元するため、各組織の取組情報を社会
連携センターに一元化し、地域の産業界等との連携を推進するとともに、学内資源
を有効に活用し、双方にとって有用な連携体制のモデルケースの構築に取り組む。

【数値目標⑩】自治体、地域、企業等との連携事業数
　３８件/毎年度（再掲）

【社会連携センター】
・学外からの社会連携に係る申込みや問い合わせについて、その内容によっては
社会連携センターが窓口となり各専攻に繋ぐ役割を担うことで、社会連携活動の
推進に取り組んだ。
・首里城復興に係る木彫刻制作など多数の受託事業に本学資源を活用した。
・社会連携センター会議を効果的に運営するとともに、各部局等が実施した実績
等を効率的に把握して学内資源を集約し、さらに効果的に情報発信していくこと
で地域社会への貢献を推進している。

【実績⑩】自治体、地域、企業等との連携事業数
　４年間の達成状況（最終年度に見込まれる業務実績）は別添のとおり（再掲）

Ｓ

エ　大学間の連携

　一般社団法人大学コンソーシアム沖縄(※8)や県内公立大学（名桜大学、県立看護
大学）との連携による公開講座や合同研修を開催し、また県外他大学等との連携を
強化するなど、連携大学が有する資源を有効活用することで、協働して地域及び社
会への貢献を推進する。

【各学部、各研究科】
・造形芸術研究科においては、沖縄科学技術大学院大学との共同主催により「Ｃ
ＹＣＬＥ展」を毎年度実施した。音楽学部及び音楽芸術研究科においては、琉球
大学及び名桜大学との連携のあり方について情報交換を行ったほか、大学コン
ソーシアム沖縄ＳＤＧｓプロジェクト会議に参加し、ＳＤＧｓに関する大学間の
授業実施について意見交換を行った。
【総務課】
・県内３つの公立大学の事務局職員で構成する連絡会議に多くの職員を参加さ
せ、社会貢献・社会連携を含む複数のテーマについて情報交換した。

Ｂ
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認証評価機関の評価

《中期計画》
第１　教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置

３　社会貢献等に関する目標を達成するための措置
(2)　国際交流等に関する目標を達成するための措置

第１期中期計画の実施状況等（見込）
中期計画
（見込）
自己評価

ア　海外の大学との連携

　海外の大学の調査を実施し、教育・学術交流を展開するため国際交流を推進す
る。また、姉妹校との連携を強化し、教育研究の質の向上へと繋げる。

【各学部、各研究科】
・国際的視野に立つ芸術家・研究者を育成するため、７か国（地域）12校と芸
術・学術交流協定を締結している。また、単位互換も可能な交換留学を推進して
いる。
・各学部及び研究科においては、教員の交流、展覧会、演奏会、シンポジウム等
の国際交流事業を活発に行っているほか、新たな国際交流の可能性を探るための
訪問調査を実施して教員間の意見交換等に取り組んだ。
【国際交流委員会、国際交流室】
・教職員の国際交流に対する関心を高め、情報・知見を共有することを目的に、
外務省主催のセミナーを教職員に広く受講させたほか、展覧会等や訪問調査に関
する報告会を開催した。
・国際交流室に国際交流コーディネーターを配置し、姉妹校留学プログラムの運
営や異文化の理解を促進する教育プログラムの開発や学術交流のための国際交流
活動の支援等に取り組んでいる。

Ｂ

イ　留学生への支援

　姉妹校への派遣など、学生が海外留学を通して学び成長する機会を提供し、海外
留学や国際的な芸術活動の支援を実施する。また、留学生受入制度においても、学
外機関と協力して支援体制の強化を図る。

【各学部、研究科、国際交流委員会、国際交流室】
・姉妹校との協定締結や更新手続のほか、新規開拓や交流再開など、海外留学の
機会提供のための基盤整備については、国際交流委員会及び国際交流室が中心と
なって取り組んだ。また、留学生の受入・派遣に関して、造形芸術研究科と連携
して短期研修及び滞在制作型の新規プログラムを開発し、１姉妹校と覚書を締結
した。このように、留学生受入・派遣プログラムの開発、運用及び改善について
は、学生の希望に配慮しながら、学内関係部局等が連携しながら取り組んでい
る。

Ｂ

【優れた点】
　○　芸術分野でグローバルに活躍できる人材育成を行うため、学生の多様なキャリア
　　形成に寄与するカリキュラム編成や国内外の大学との連携の取組み等を行ってる。
　　（再掲）

【中期目標】
１　教育研究等の質の向上に関する目標
(3)　社会貢献等に関する目標

イ　国際交流等に関する目標
(ア)　沖縄の地理的特性をもとに、太平洋文化圏における多様な芸術文化の実態と、地域文化伝統の個性との関わりを明らかにするため、アジア地域における芸術文化の研究
をはじめ、芸術教育の国際交流を推進する。
(イ)　国際的視野に立った芸術家及び研究者を育成するため、海外の大学、研究機関等との連携によりネットワーク基盤の強化を図り、学生の派遣や留学生の受入れ、共同研
究等を推進する。
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《中期計画》
第２　業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置

１　運営体制の改善に関する目標を達成するための措置
(1)　学長となる理事長を中心とする運営体制の構築

第１期中期計画の実施状況等（見込）
中期計画
（見込）
自己評価

ア　学長となる理事長のトップマネジメントにより、公立大学法人化したメリット
を十分に発揮し、学内資源を有効に活用した戦略的で機動的な法人運営を行う。
イ　法人の業務運営の適正化及び透明性を確保するため、監事による監査のほか、
外部監査の実施についても検討を行う。
ウ　大学ＩＲ(※７)（大学経営を支える調査・分析機能）の実施体制を整え、学長
となる理事長に適切な情報を提供する。

【学長室、総務課】
・理事会、経営審議会及び教育研究審議会の適切かつ計画的な運営に努め、ま
た、外部委員等の意見を真摯に受け止めて法人運営に反映させることにより、効
果的な経費配分など戦略的かつ機動的な法人運営が確保されるよう取り組んだ。
また、理事長の任期が令和５年度末で満了となることを踏まえ、理事長選考会議
を適切に運営し、法人が自ら行うはじめての理事長選考手続を円滑に進めること
ができた。
【総務課】
・令和５年度に沖縄県監査委員事務局が実施する財政的援助団体等監査と委員監
査を受監した。また、沖縄県立看護大学との検討・調整を踏まえ、相互に外部視
点を持ちながらの相互監査を毎年実施した。
【評価・ＩＲ室】
・内部質保証の実現に向け関係規程等を体系的に整備し、関係法令に基づく自己
点検・評価の方法や評価・ＩＲに係る全学的な推進体制等を明確化した。また、
法人評価（地独法）と大学評価（学校教育法）を相互に関連付けながら活用する
こととし、大学評価の中間評価として、令和２年度に受審した認証評価後の改善
状況等に係る自己点検・評価を令和６年度に実施した。（再掲）

Ｂ

《中期計画》
第２　業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置

１　運営体制の改善に関する目標を達成するための措置
(2)　戦略的な予算等の配分

第１期中期計画の実施状況等（見込）
中期計画
（見込）
自己評価

　中期目標の達成に向け、効果的かつ効率的な経費配分を行う。また、経費の原資
を確保するため、経営努力により財源の確保を図る。

【総務課】
・適切な予算管理を行うため定期的に執行見込み等を把握し、その結果を踏まえ
て予算の使途変更や流用等を行い、戦略的な予算配分を実施した。また、職員向
けの財務会計研修を実施し、会計事務に関する知識の習得・向上に取り組んだ。
・各部局等において経費の効率的な執行に努めるとともに、大学運営会議、審議
会、理事会等の会議資料をペーパーレス化するなど業務の見直しや合理化等の経
営努力により経費削減を図った。

Ｂ

【中期目標】
２　法人運営に関する目標
(1)　業務運営の改善及び効率化に関する目標

ア　運営体制の改善に関する目標
(ア)　学長となる理事長のトップマネジメントにより、法人全体の視点に立った迅速な意思決定を行うことのできる運営体制を構築するとともに、効果的かつ効率的な予算等
の配分を行い、役員等に学外の有識者等を登用することで、戦略的で機動的な業務運営を行う。
(イ)　業務運営の適正化及び透明性を確保するため、外部有識者等の意見を踏まえて、業務の点検及び見直しを行うことにより、業務運営の改善及び効率化を図る。
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《中期計画》
第２　業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置

２　教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置
第１期中期計画の実施状況等（見込）

中期計画
（見込）
自己評価

　建学の理念に基づき教育研究活動を適切に展開するため、必要に応じて教育研究
組織の見直しを検討し、実施する。

【音楽学部、音楽芸術研究科】
・音楽学部・音楽文化専攻の修士課程（音楽芸術研究科・音楽学専攻）への接続
について、学部の教務・学生委員会に「沖縄文化コース及びアートマネジメント
教育のあり方検討専門部会」を設置し、継続的に開催して検討を深めた。

Ｂ

【中期目標】
２　法人運営に関する目標
(1)　業務運営の改善及び効率化に関する目標

イ　教育研究組織の見直しに関する目標
公立大学法人としての責務を踏まえた上で、社会情勢の変化や地域のニーズを的確に見極め、大学の強みや特色を最大限に生かした教育研究を展開するため、必要に応じて教
育研究組織の見直しを行う。
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《中期計画》
第２　業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置

３　人事の適正化に関する目標を達成するための措置
第１期中期計画の実施状況等（見込）

中期計画
（見込）
自己評価

(1) 人事制度

　学長となる理事長のトップマネジメントにより、大学運営の質の向上と活性化に
向け、人事諸制度の適切な運用に努める。
また、教員の任期制の導入を検討する。

【大学教員人事委員会】
・教育の質の保証、適切な教員採用及び人員配置の観点から、各種規程の策定又
は改正、選考基準の明確化等に取り組むとともに、採用スケジュールの早期化や
手続の見直しを行った。これにより、高い専門性と教育研究上の指導能力を有す
る教員を採用し、適切な人員配置を行うことができた。さらに、男女比率の改善
等の観点から公募要領を随時見直すなど、配慮を要する課題等の改善を図った。
（再掲）

Ｂ

(2)　評価制度

人事評価制度により、教職員の能力、業績を適切に評価し、その結果を人事、給与
等に反映させる。

【学長室、総務課】
・法人固有職員の人事評価については、令和５年度から施行し、適切に評価を
行った。
・教員については、各教員から提出される教員業績自己点検シートの研究活動目
標及び研究業績シートを用いた自己点検を継続しながら、評価制度のあり方につ
いて継続的に検討を進めており、他大学の取組状況等をさらに情報収集・整理し
て参考とする。

Ｂ

【中期目標】
２　法人運営に関する目標
(1)　業務運営の改善及び効率化に関する目標

ウ　人事の適正化に関する目標
(ア)　法人の自主的、自律的かつ効率的な大学運営により、教育研究活動や社会貢献を推進するため、教職員の意欲及び資質の向上につながる柔軟な人事制度を構築する。
(イ)　大学の教育研究の活性化を図る観点から、教職員の採用基準や評価基準等を定め適切に運用するとともに、優れた人材の確保に努める。
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《中期計画》
第２　業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置
４　事務等の効率化及び合理化に関する目標を達成するための措置

第１期中期計画の実施状況等（見込）
中期計画
（見込）
自己評価

(1)　事務組織の見直し

　大学業務に精通した専門性の高い職員を採用するため、採用方法、キャリアパス
などを検討する。
　また、職員の能力向上のため、他大学や、一般財団法人公立大学協会等への研修
派遣のための財源確保に努める。

【総務課】
・人材育成プランや職員昇任要綱を整備したほか、フレッシュマントレーナー制
度を導入するなど各種の人事諸制度を導入し、事務局職員の育成及び人材の定着
を図った。
・公立大学協会主催の「公立大学に関する基礎研修」に多くの教職員を参加させ
た。また、県内３つの公立大学が協働して取り組む合同研修会など本学主催又は
企画に関わる研修会について参加を呼び掛け、多数の職員が参加した。さらに、
県自治研修所ほか関係機関が企画する研修会の情報を随時収集して周知し、多数
の参加に繋がった。

Ｂ

(2)　事務の効率化

ア　事務処理を効率的に行うため、システムから必要な情報が得られるよう情報更
新を綿密に行い、その作業をマニュアル化するなど継続的な取り組みを行う。
イ　事務処理を効率的に行うため、他大学の事例も参考に本学の実態を検証し、中
長期的な視点で外部委託化等を検討し、必要に応じて実施を図る。

【総務課、各学部】
・法人化に伴い新たに導入したシステムについて、業務を円滑に進めるための各
種マニュアルを作成・更新した。今後も各業務のニーズに対応し効率性を高めて
いくため、適宜追加や修正等しながらマニュアルの充実を図っていく。また、学
科室業務の効率的な運営に資する既存マニュアルの点検・改善に取り組むととも
に、未整備であった専攻における業務マニュアルの整備充実を図った。
・非常勤講師の給与明細書の交付については、従来の郵送から電子交付の方法に
業務改善した。また、ハラスメントの初期対応について、従前は教職員が直接対
応していたところを、相談及び調査業務を学外者に委託する方法を導入したこと
により、業務負担の軽減と専門性の向上に繋がった。

Ｂ

【中期目標】
２　法人運営に関する目標
(1)　業務運営の改善及び効率化に関する目標

エ　事務等の効率化及び合理化に関する目標
事務組織の機能向上と事務処理の効率化及び合理化を図るため、定期的な点検を実施し、必要に応じて、組織や業務の見直しを行うほか、業務の外部委託の検討等を含め、事
務手続の集約化及び簡素化を図るとともに、大学業務に精通した専門性の高い職員の育成を図る。
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《中期計画》
第３　財務内容の改善に関する目標を達成するための措置

１　外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための措置
第１期中期計画の実施状況等（見込）

中期計画
（見込）
自己評価

(1)　外部研究資金の導入

　外部研究資金の導入のため、採択された経験のある教員等を講師とした研修会を
継続的に開催する。

【数値目標⑦】外部研究資金の導入
　外部研究資金の応募率　最終年度　19.2％
　外部研究資金の導入件数　１２件/毎年度　（再掲）

【研究推進委員会】
・科研費等の外部資金への応募増に向けた取組として、採択実績のある実技系教
員が解説を行う申請講座を開催した。後日のオンデマンド視聴にも対応すること
で、応募者の増加に効果があった。（再掲）

【実績⑦】外部研究資金の導入
　４年間の達成状況（最終年度に見込まれる業務実績）は別添のとおり（再掲）

Ｓ

(2)　自己収入の確保

　自己収入を確保し、大学の経営力の強化を図るため、新たな収入源の拡充を検討
する。

【総務課】
・授業料の未納者に対して、関係部局等と連携して納付指導（電話催告）を行っ
たほか、催告書の送付等の初動対応に取り組んだ。 Ｂ

【中期目標】
２　法人運営に関する目標
(2)　財務内容の改善に関する目標

ア　外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標
経営の安定化及び自由で独創的な教育研究環境の充実を図るため、科学研究費補助金等の外部研究資金の獲得に組織的に取り組むとともに、収入源の見直しや新たな収入源の
確保を図る。
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《中期計画》
第３　財務内容の改善に関する目標を達成するための措置

２　経費の効率化に関する目標を達成するための措置
第１期中期計画の実施状況等（見込）

中期計画
（見込）
自己評価

　予算の効率的な執行や業務の簡素化・合理化・契約方法の見直しなどにより、経
費の節減に努める。

【総務課】
・適切な予算管理を行うため定期的に執行見込み等を把握し、その結果を踏まえ
て予算の使途変更や流用等を行い、戦略的な予算配分を実施した。また、職員向
けの財務会計研修を実施し、会計事務に関する知識の習得・向上に取り組んだ。
・各部局等において経費の効率的な執行に努めるとともに、大学運営会議、審議
会、理事会等の会議資料をペーパーレス化するなど業務の見直しや合理化等の経
営努力により経費削減を図った。（再掲）

Ｂ

【中期目標】
２　法人運営に関する目標
(2)　財務内容の改善に関する目標

イ　経費の効率化に関する目標
大学における教育研究に配慮しつつ、組織運営の効率化等を図るため、役員及び教職員がコスト意識を持ち、予算の効率的な執行や業務の簡素化及び合理化、契約方法の見直
し等の業務改善を行うとともに、適正な人員配置等により、経費の節減に努める。
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《中期計画》
第３　財務内容の改善に関する目標を達成するための措置

３　資産の適正な運用管理に関する目標を達成するための措置
第１期中期計画の実施状況等（見込）

中期計画
（見込）
自己評価

　資金や保有資産の状況を常に把握し、適正な資産運用管理を行う体制を整備し、
法人資産の効果的・効率的活用を図る

【総務課】
・職場一斉点検等の機会を通じて法人保有資産の状況を確認し、施設等の適切な
維持管理修繕に努めた。また、固定資産貸付規程を一部見直して公正・公平な貸
付業務を確保するとともに、大学の教育研究活動に支障が生じない範囲での有効
活用として建物有償貸付を行うことにより収入増加に繋げた。

Ｂ

【中期目標】
２　法人運営に関する目標
(2)　財務内容の改善に関する目標

ウ　資産の適正な運用管理に関する目標
法人の健全な運営を確保するため、保有資産を適正に管理し、及び運用する体制を整備するとともに、長期的かつ経営的視点に立った資産の効果的かつ効率的な活用を図る。
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《中期計画》
第４　教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価並び

に当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するための措置
１　自ら行う点検及び評価の充実に関する目標を達成するための措置

第１期中期計画の実施状況等（見込）
中期計画
（見込）
自己評価

　大学の教育研究活動の質や学生の学修成果の水準等を継続的に保証するため、法
令に基づき、大学の教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら点検及び
評価を行うとともに、外部からの点検及び評価を受ける。また、その結果を公表す
る。
　点検及び評価の結果は、年度計画の取り組みに反映させ、教育研究及び大学運営
の改善へと繋げる。

【内部質保証推進会議】
・内部質保証の実現に向け、関係法令に基づく評価のための自己点検・評価に関
する手続や全学的な推進体制等を明確化するため、内部質保証に関する規程を新
たに制定した。また、法人評価における自己点検・評価の基礎的取組であるＰＤ
ＣＡ（取組単位で個票を作成する方式）を効果的に行うため、学内依頼方法につ
いて工夫した。各部局等においては、それぞれに設置された自己点検・評価委員
会においてＰＤＣＡによる検証及び改善を図った。
・自己点検・評価の結果については、経営審議会及び理事会での審議を通じて外
部委員からの意見を反映させながら本学の教育研究及び大学運営の改善に繋げる
とともに、令和４年度及び令和５年度においては、年度評価として、沖縄県法人
評価委員会による評価を受けた。
・令和６年度に実施した大学評価の中間評価（令和２年度に受審した認証評価後
の改善状況等に係る自己点検・評価）においては、その結果の公表を前にして、
認証評価機関である（一財）大学教育質保証・評価センターによる「質保証ワー
クショップ」の機会を活用し、外部の専門機関による助言を得ながら取りまとめ
た。

Ｂ

【中期目標】
２　法人運営に関する目標
(3)　教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価並びに当該状況に係る情報の提供に関する目標

ア　自ら行う点検及び評価の充実に関する目標
(ア)　大学の教育研究活動の質や学生の学修成果の水準等を継続的に保証するため、自ら行う点検及び評価を定期的に行うとともに、外部からの点検及び評価を行う。
(イ)　教育研究、法人運営等、業務運営全般にわたって透明性を確保するため、その評価結果を公表するとともに、教育研究及び大学運営の改善に反映させる。
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《中期計画》
第４　教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価並び

に当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するための措置
２　情報公開の推進等に関する目標を達成するための措置

第１期中期計画の実施状況等（見込）
中期計画
（見込）
自己評価

(1)　学修成果を可視化し、大学の質の向上に係る情報公開を推進し、情報を発信す
ることで、学生や県民に対する説明責任を果たす。
(2)　情報の公開にあたっては、個人情報の保護に努める。
(3)　戦略的な広報活動を展開し、大学のブランド力の向上を図る。

【数値目標⑪】大学のホームページ等のアクセス数の維持向上
　最終年度　１４０，２００件/年

【各学部】
・学修成果の可視化に資する各種の教育情報を本学ウェブサイトで公開したほ
か、ＹｏｕＴｕｂｅ、Ｉｎｓｔａｇｒａｍ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ等のＳＮＳを活用
して、演奏会、催事、学生の受賞情報、教員の活動、研究成果、卒業生の活躍な
ど幅の広いコンテンツについて情報発信した。情報の発信に際しては、法令に基
づき適切な個人情報の保護に努めた。
【広報委員会】
・本学ウェブサイトの管理委託業者との連携の下で迅速な情報発信を行い、分か
りやすさ・見やすさの向上や内容の充実に努めたほか、更新等の依頼方法の一元
化・標準化による事務の効率化にも取り組んだ。また、広報誌「大学案内」及び
「開鐘」の発行により、広く県内外への広報活動を行った。

【実績⑪】大学のホームページ等のアクセス数の維持向上
　４年間の達成状況（最終年度に見込まれる業務実績）は別添のとおり

Ａ

【中期目標】
２　法人運営に関する目標
(3)　教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価並びに当該状況に係る情報の提供に関する目標

イ　情報公開の推進等に関する目標
法人の運営状況の透明性を確保し、説明責任を果たすため、法人の組織運営や大学の教育研究、社会貢献等の情報を積極的に発信するとともに、大学のブランド力の向上のた
めの戦略的な広報活動を展開する。
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《中期計画》
第５　その他業務運営に関する重要目標を達成するための措置

１　施設設備の整備及び活用等に関する目標を達成するための措置
第１期中期計画の実施状況等（見込）

中期計画
（見込）
自己評価

(1)　大学施設の維持管理
　施設の老朽化により、教育研究に影響が生じないよう、適切な人員配置や中長期
的な視点に立った施設マネジメントを実施する。（令和２年度、沖縄県立芸術大学
個別施設計画を策定。）

(2)　将来のキャンパス構想の検討
　開学当時に建設された建物は耐用年数47年のうち、30年以上経過しているものも
ある。建物の老朽化の度合い、建替えの必要性等を勘案し、適切な時期に本学の将
来的なキャンパス構想の検討を始める。

【総務課、施設整備委員会】
・個別施設計画に基づく施設の修繕等として、また、施設の老朽化対策及び長寿
命化に資する事業として、各年度、給排水設備改修工事、空調設備改修工事、電
気設備改修工事、消防設備改修工事、防水修繕工事、屋根・外壁改修工事、照明
機器取替工事等を、各キャンパス・各棟の必要箇所について計画的に実施した。

Ｂ

【中期目標】
２　法人運営に関する目標
(4)　その他業務運営に関する重要目標

イ　安全管理等に関する目標
安全衛生管理体制を構築することにより、学生及び教職員が安全に安心して教育研究に取り組むことができる環境及び教職員が安全に安心して働くことができる環境を確保す
るとともに、災害、事故、犯罪等に対して迅速かつ適切に対応するための体制を構築する。

30



《中期計画》
第５　その他業務運営に関する重要目標を達成するための措置

２　安全管理等に関する目標を達成するための措置
第１期中期計画の実施状況等（見込）

中期計画
（見込）
自己評価

(1)　学生及び教職員の安全・安心な教育研究環境及び労働環境の確保

　全ての学生及び教職員が安全で安心して学び、働ける環境を確保するため、全学
的な安全管理体制を強化する。

【教務学生課】
・学生を対象とする健康診断を実施するとともに、学校医、保健業務専門員、ス
クールカウンセラー等との連携体制をとり、学生の安全・安心に資する取組に努
めている。
【衛生委員会】
・すべての教職員を対象に健康診断を実施し、事情等で当日受診できなかった者
も別日に委託医療機関で受診するよう呼び掛け全員受診を促進した。また、スト
レスチェックや職場一斉点検など労働安全衛生上の必要な取組についても、衛生
委員会での管理の下、また産業医の助言を得ながら計画的に実施した。さらに、
各教職員ごとの勤務時間を把握して衛生委員会に報告することと併せて、産業医
面談や所属長との課題共有等に取り組んだ。

Ｂ

(2)　災害、事故、犯罪等に対する体制整備

　災害等の不測の事態に備え、初動体制を確認するための各種訓練を実施するほ
か、危機管理体制について点検・検証を行い、体制の充実・強化を図る。

【内部統制推進会議】
・危機管理を含む「内部統制」について体系的な整理を行い、内部統制規程の大
幅改正、内部統制に関するガイドラインの策定、リスクマネジメント基本要領の
策定に取り組み、危機管理体制の充実など組織運営の基盤を整えた。また、各
キャンパスに防火管理者を設置したほか、３箇所（当蔵キャンパス、崎山キャン
パス、金城キャンパス）での消防訓練（避難訓練）を実施した。

Ｂ

【中期目標】
２　法人運営に関する目標
(4)　その他業務運営に関する重要目標

イ　安全管理等に関する目標
安全衛生管理体制を構築することにより、学生及び教職員が安全に安心して教育研究に取り組むことができる環境及び教職員が安全に安心して働くことができる環境を確保す
るとともに、災害、事故、犯罪等に対して迅速かつ適切に対応するための体制を構築する。
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《中期計画》
第５　その他業務運営に関する重要目標を達成するための措置

３　法令遵守及び人権の尊重に関する目標を達成するための措置
第１期中期計画の実施状況等（見込）

中期計画
（見込）
自己評価

　関係法令等の遵守、情報セキュリティに対する意識向上及びハラスメント等の人
権侵害の防止について、採用時や毎年度の研修等を通じて教職員の意識の維持・向
上を図る。
　また、ハラスメント等の人権侵害を防止するため、全学一体となった体制整備を
図る。

【研究推進委員会】
・外部資金に関わるすべての教職員を対象に、日本学術振興会が提供する研究倫
理ｅラーニングを受講させた。また、不正防止を目的として知的財産権（著作権
等）に関する研修会も開催した。（再掲）
【総務課】
・全教職員を対象に監査実施に係る周知により不正防止に努めるとともに、不正
防止計画に基づき、物品の現況確認や沖縄県立看護大学との相互監査を実施し
た。（再掲）
【ハラスメント防止対策委員会】
・全職員を対象にハラスメント防止・対策研修を実施した。オンライン開催で、
オンデマンド方式も併用したことから、多数の教職員が参加できた。また、有効
な実施体制を確保するため、ハラスメント防止・対策委員及びハラスメント調査
委員に外部専門家（弁護士）を加えるとともに、ハラスメント相談員業務につい
てノウハウを有する外部団体への委託化にも取り組んだ。
・学生及び全教職員を対象にハラスメントアンケートを実施し、結果を本学ウェ
ブサイトで公開した。

Ｂ

【中期目標】
２　法人運営に関する目標
(4)　その他業務運営に関する重要目標

ウ　法令遵守及び人権の尊重に関する目標
(ア)　適正な業務運営を行うため、関係法令等の遵守の徹底及び情報セキュリティ体制の充実を図る。
(イ)　ハラスメント等の人権侵害を防止するため、全学一体となった体制整備を図るとともに、研修会等を通じて人権尊重に対する役員、教職員及び学生の意識向上を図る。
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《中期計画》
第６　予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画

※財務諸表及び決算報告書を参照

《中期計画》
第７　短期借入金の限度額
１　短期借入金の限度額

　５億円

《中期計画》
第７　短期借入金の限度額

２　想定される理由

　運営費交付金の受入遅延及び事故の発生等により、緊急に必要となる対策費とし
て借り入れることが想定される。

《中期計画》
第８　出資等に係る不要財産又は出資等に係る不要財産となることが見込まれる財

産の処分に関する計画

予定なし

《中期計画》
第９　重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画

予定なし

《中期計画》
第10　剰余金の使途

　決算において剰余金が発生した場合は、使途を把握し、教育研究の質の向上及び
組織運営の改善に充てる
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《中期計画》
第11　その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項
１　施設及び設備に関する計画

《中期計画》
第11　その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項

２　人事に関する計画

 教育研究機能をはじめとする大学の諸機能の充実と活性化及び法人運営の効率化を
進めるための人事制度を運用する。
 中期目標を達成するための措置に掲げる人事諸制度の事項について、着実に取り組
む。

《中期計画》
第11　その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項

３　中期目標の期間を超える債務負担

　該当なし

《中期計画》
第11　その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項

４　積立金の使途（地方独立行政法人法第40条第４項の承認を受けた
金額の使途）

　該当なし

《中期計画》
第11　その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項

５　その他法人の業務運営に関し必要な事項

　該当なし

内  容 財  源

沖縄県立芸術大学個別施設計画で予定されている修繕等、中
期計画の達成に必要な施設・設備の整備、経年劣化が著しく
緊急対応が必要な施設・設備の改修等

一般運営費交付金（修繕
費）、施設整備費補助金
及び剰余金

注）中期目標を達成するために必要な業務の実施状況等を勘案した施設・設
備の整備や老朽化度合い等を勘案した施設・設備の改修等が追加されること
もある。
注）所要額については、各事業年度の予算編成過程等において決定される。
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（別紙）

１．予算（人件費の見積りを含む。）

　

区 分 金 額
収入
 運営費交付金 7,853
 授業料等収入 1,626
 受託研究費等収入 0
 補助金等収入 138
 施設費収入 1,067
 その他収入 132

          計 10,816
支出
 教育研究経費 966
 受託研究等経費 0
 補助金事業費 138
 施設費支出 1,067
 人件費 7,155
 一般管理費 1,490

計 10,816

令和３年度～令和８年度 予算
（単位：百万円）

〔人件費の見積り〕
中期目標期間中総額7,155百万円を支出する。（退職手当を除く。）
注）退職手当については、公立大学法人沖縄県立芸術大学職員の退職手当に
関する規程に基づいて支給することとするが、特定運営費交付金として措置され
る額については、各事業年度の予算編成過程において算定される。

【運営費交付金等の算定方法】
○一般運営費交付金
大学の運営に係る標準的な経費から、見込まれる収入を差し引くことにより算定
する。各事業年度の額は、各事業年度における沖縄県の予算編成過程におい
て決定される。
○施設整備費補助金
法人が所有する施設の整備、大規模改修等に要する経費について、毎年度所
要額の算定を行う。各事業年度の額は、各事業年度における沖縄県の予算編
成過程において決定される。
○特定運営費交付金
施設整備費補助金以外の臨時的な特定の目的に充てる経費の所要額につい
て、毎年度所要額の算定を行う。各事業年度の額は、各事業年度における沖縄
県の予算編成過程において決定される。

１ 予算

区 分 金 額
収入
 運営費交付金 1,349
 授業料等収入 278
 受託研究費等収入 40
 寄附金収入 4
 補助金等収入 4
 施設費収入 117
 その他収入 23
 目的積立金取崩 90

計 1,905
支出
 教育研究経費 228
 受託研究等経費 36
 寄附金事業費 4
 補助金事業費 4
 施設費支出 117
 人件費 1,323
 一般管理費 193

計 1,905

令和６年度 予算
（単位：百万円）
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２　収支計画

区 分 金 額
費用の部 9,884
 経常費用 9,849
  業務費 8,203
   教育研究経費 910
   受託研究等経費 0
   補助金事業費 138
   人件費 7,155
  一般管理費 1,490
  減価償却費 156
 臨時損失 35

収入の部 9,884
 経常収益 9,849
  運営費交付金収益 7,797
  授業料等収益 1,626
  受託研究等収益 0
  補助金等収益 138
  雑益 132
  資産見返運営費交付金等 26
  資産見返物品受贈額戻 130
 臨時利益 35

純利益 －
総利益 －

（単位：百万円）
令和３年度～令和８年度 収支計画

２ 収支計画

区 分 金 額
費用の部 1,817
 経常費用 1,817
  業務費 1,595
   教育研究経費 228
   受託研究等経費 36
   寄附金事業費 4
   補助金事業費 4
   人件費 1,323
  一般管理費 193
  減価償却費 29

収入の部 1,698
 経常収益 1,698
  運営費交付金収益 1,349
  授業料等収益 278
  受託研究等収益 40
  寄附金等収益 4
  補助金等収益 4
  雑益 23

純損失 119
目的積立金取崩 119
総利益 －

令和６年度 収支計画
（単位：百万円）
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３．資金計画

区 分 金 額
資金支出 10,816
 業務活動による支出 9,693
 投資活動による支出 1,123
 財務活動による支出 －
次期中期目標期間への繰越 －

資金収入 10,816
 業務活動による収入 9,693
  運営費交付金による収 7,797
  授業料等による収入 1,626
  受託研究等による収入 0
  補助金等による収入 138
  その他の収入 132
 投資活動による収入 1,123
 財務活動による収入 －

令和３年度～令和８年度 資金計画
（単位：百万円）

３ 資金計画

区 分 金 額
資金支出 1,905
 業務活動による支出 1,788
 投資活動による支出 117
 財務活動による支出 －
次期中期目標期間への繰越金 －

資金収入 1,905
 業務活動による収入 1,698
  運営費交付金による収入 1,349
  授業料等による収入 278
  受託研究等による収入 40
  寄附金等による収入 4
  補助金等による収入 4
  その他の収入 23
 投資活動による収入 117
 財務活動による収入 －
 前年度よりの繰越金 90

（単位：百万円）
令和６年度 資金計画
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（用語解説）

※３　ダイバーシティ：多様性。経営・人事等の話題において「雇用する人材の《多様性》を確保する」という概念や指針を指す意味で用いられる。

※４　FD：Faculty Developmentの略。教員が授業内容・方法を改善し向上させるための組織的な取組の総称。

※６　教学マネジメント：大学がその教育目的を達成するために行う管理運営。学長のリーダーシップの下で、「三つの方針」に基づく体系的で組織的な教育を展開し、その
　　成果を学位を与える課程（プログラム）共通の考え方や尺度に則って点検・評価を行うという、教育及び学修の質の向上に向けた不断の改善に取り組むこと。

※７　ＩＲ、教学ＩＲ： Institutional Researchの略。高等教育機関において、機関に関する教育、経営、財務情報を含む様々なデータの入手、調査及び分析と管理、戦略
　　計画の策定、機関の教育プログラムの点検・評価などを実施する機能又は部門。機関情報を一元的に収集、分析することで、機関が計画立案、政策形成、意思決定を円
　　滑に行うことを可能にする。必要に応じて内外に対し機関情報の提供を行う。教学に関する部分は「教学ＩＲ」と言われる。

※８　一般社団法人大学コンソーシアム沖縄：沖縄県内の大学が、相互に建学の精神を尊重しつつ、有機的連携により教育研究を一層充実発展させ、また産学官の連携により
　　地域社会の活性化と発展に貢献することを目的として設立された団体

※２　学修成果・教育効果の把握・可視化：ディプロマ・ポリシーに定められた学修目標の達成状況に関する情報を入手し、その意味・内容を理解すること（把握）、かつ第
　　三者から見ても理解できる形で表現すること（可視化）。

※５　SD：Staff Developmentの略。教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、教職員に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるた
　　めの取組の総称。

※１　学修成果：プログラムやコースなど、一定の学修期間終了時に、学修者一人ひとりが自ら学びの成果として、知り、理解し、行い、実演できるようになった内容。多く
　　の場合、学修者が獲得すべき知識、スキル、態度などとして示される「学修目標」「到達目標」と対応するものと考えられる。その際、その目標は、具体的で、一定の期
　　間内で達成可能であり、学習者にとって意味のある内容で、測定や評価が可能なものでなければならない。
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